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１．所在地 

   東牟婁振興局新宮建設部（総務調整課、用地課、管理保全課、工務課） 

  近畿自動車道紀南高速事務所（用地課） 

  〒647-8551 新宮市緑ケ丘２丁目４－８ 

  TEL：0735-22-8551(代表) 0735-21-9623(総務調整課直通)  FAX：0735-21-9643 

  e-mail：e1307711@pref.wakayama.lg.jp 

  https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130700/shingu/shingu.html 

 

２．管内市町村の概要 

 （古座川町、串本町については参考記載）

市町村名 人 口 世 帯 数 面  積

男（人） 女（人） 計（人） （世帯） (km²）

新 宮 市 12,025 13,797 25,822 14,184 255.23

那智勝浦町 6,306 7,162 13,468 7,381 183.30

太 地 町 1,271 1,563 2,834 1,554 5.81

北 山 村 182 200 382 241 48.20

管  内  計 19,784 22,722 42,506 23,360 492.54

古座川町 1,088 1,214 2,302 1,349 294.23

串 本 町 6,614 7,310 13,924 7,896 135.67

新宮市･東牟婁郡計 27,486 31,246 58,732 32,605 922.44

出典：総務部市町村課「住民基本台帳月報 人口・世帯数」令和7年１月１日現在

   国土地理院「全国市区町村別面積調」令和8年1月1日現在の面積

 

〈概 況〉 

 当地方は、紀伊半島の東南部に位置し、太平洋に面した温暖で多雨な気候風土がもたらす豊

かな水資源と、樹木育成に適した素晴らしい自然環境に恵まれている。 

 海岸線はリアス式で、果無山系から縦横に延び重畳の山々へと続き、黒潮が流れる太平洋に

そそぎ込む。この変化に富んだ勇壮な海岸美は、当地方を訪れる多くの観光客を魅了している。 

 管内各地では温泉が豊富に湧出しており、近代的な旅館やホテルが立ち並ぶ勝浦温泉や湯川

温泉は、海の温泉として全国的にも有名である。 

 また、後鳥羽上皇、藤原定家、和泉式部らも訪れた熊野古道や熊野三山は、歴史的文化財で

あり、平成 16 年に「紀伊山地の霊場と参詣道」（和歌山、奈良、三重各県の熊野三山、高野山、

吉野・大峯地域）として世界遺産に登録された。熊野三山のうち熊野速玉大社と熊野那智大社

を有する当地方は、その中心地域として国内外からの関心が高まっている。これらの歴史文化

や自然を肌で満喫できるサイクリングも盛んに行われており、この地を舞台とする自転車ロー

ドレース「ツール・ド・熊野」は、これまで 25 回の大会が開催された。 

 新宮市は、熊野川の河口に位置し、熊野信仰の聖地の一つ「熊野速玉大社」の門前町であり、
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木材の集散地として、また新宮藩の中心地として栄えてきた。多くの史跡や文化財を有してお

り、毎年 2 月 6日に神倉神社で行われる「御燈祭り」は、壮大な火祭りとして全国的にも知ら

れ、全国から多数の方々が参加している。 

那智勝浦町は、日本一の落差（133ｍ）を誇る「那智の滝」を御神体とする「熊野那智大社」

を有し、西国巡礼 33 箇所第一番札所の那智山青岸渡寺をはじめ、熊野詣での湯垢離場である勝

浦温泉、湯川温泉を有する観光地として栄えてきた。また、日本一の生まぐろ漁業の基地とし

て知られる勝浦漁港があり、全国から生まぐろを食べに多くの観光客が訪れている。 

太地町は、日本古式捕鯨発祥の地として知られ、その歴史は現在までおよそ 400 年続いてい

る。「鯨の博物館」が保有する鯨の生態や捕鯨に関する資料は、世界一のスケールを誇り、お

よそ 1000 点にもおよぶ貴重な資料が展示されている。また世界的に珍しいマダライルカや、日

本でここだけとなるスジイルカを飼育している。令和６年 4月１日には国際鯨類施設がオープ

ンした。 

北山村は、周囲を三重県と奈良県に囲まれた、全国で唯一の飛び地の村である。県境を流れ

る北山川の激流によって創られた渓谷「奥瀞」があり、古くは木材で筏を組み、北山川を利用

して新宮市まで流して木材を運搬していた。現在はこの筏流しを「観光筏下り」として復活さ

せ、毎年５月から９月まで運行している。 

 温暖で多雨な気候は、豊かな自然の恵みをもたらす一方、災害の原因ともなる。平成 23 年９

月の「紀伊半島大水害」では、新宮建設部管内全域で記録的な豪雨を観測し、熊野川、那智川、

太田川、佐野川等で水害や土砂災害が数多く発生した。特に国道 168 号は 42 日間も通行止めと

なり、那智川流域では土石流が発生して 28 名が亡くなり１名が行方不明となるなど、大きな被

害をもたらした。 

 また、東海・東南海・南海地震が数十年以内に発生すると予測されており、当地方において

もハード面とソフト面の双方で地震・津波対策に取り組んでいるところである。 
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３．沿革 

 昭和 5 年まで  土木管区事務所 

 昭和 6 年             新宮土木事務所の設置 

 昭和 17 年 7 月 1 日   新宮土木出張所を廃止し、東牟婁地方事務所土木課に統合 

 昭和 18 年 6 月 1 日   東牟婁地方事務所土木課を廃止し、新宮土木出張所を設置  

  昭和 30 年 6 月 1 日   新宮港・市田川改良工事事務所を廃止し、新宮土木出張所に統廃合 

 昭和 43 年 8 月 28 日  機構改革により新宮土木出張所を廃止し、新宮土木事務所に統廃合 

 昭和 59 年 6 月 1 日  機構改革により新宮港工事事務所を廃止し、新宮土木事務所に統合 

                      新宮港出張所を設置 

 昭和 60 年 6 月 1 日   機構改革により那智駐在所を廃止し、那智勝浦詰所を設置 

 平成 3 年 4 月 1 日  補修課を道路整備課に改称 

 平成 7 年 4 月 1 日  機構改革により国道新宮事務所を設置 

 平成 9 年 4 月 1 日  工務一課を道路課、工務二課を治水課に改称、企画調査課を新設 

 平成 10 年 4 月 1 日  機構改革により新宮土木事務所を廃止、東牟婁振興局新宮建設部を

設置 

  平成 14 年 4 月 1 日   新宮港出張所を新宮港建設事務所に改称 

  平成 15 年 4 月 1 日  組織改正により勝浦漁港事務所を編入、農林道課を新設 

  平成 17 年 4 月 1 日   組織改正により農林道課を串本建設部に統合 

                      本宮駐在及び本宮詰所を西牟婁振興局建設部に編入 

  平成 17 年 5 月 1 日   本宮町が合併により新「田辺市」となり、西牟婁振興局建設部に所 

  管替え 

  平成 18 年 4 月 1 日   組織改正により総務課、管理課、企画調査課、道路課、道路整備課、 

  治水課、勝浦漁港事務所、新宮港建設事務所を、総務管理課、事業 

  調整課、道路課、河港課に再編成し、国道新宮事務所を廃止 

  平成 21 年 4 月 1 日   組織改正により総務管理課、事業調整課、用地課を、総務調整課及 

  び用地管理課に再編成 

 平成 29 年 4 月 1 日  組織改正により、用地管理課、道路課、河港課を、管理保全課、用 

  地課、工務課に再編成 

 令和 3 年 4 月 1 日  組織改正により、用地課に新宮道路用地グループを設置 

 令和 6 年 4 月 1 日   組織改正により、近畿自動車道紀南高速事務所を設置し、用地課新 

宮道路グループを廃止 
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４．機構図（令和８年４月 1 日現在）                                                  
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５．職員現況     

（１）課別                           （単位：人） 

  事務職員 技術職員 計 

 
 

 
 

新
宮
建
設
部 

    部長 
 

１ １ 

副部長 １ １ ２ 

総務調整課   ７ ６ １３ 

入札契約統括員 １ 
 

1 

管理保全課   ５ １０ １５ 

用地課   ６ 
 

６ 

工務課   
 

１３ １３ 

近畿自動車道紀南高速事務所 
   

 
用地課   ３ 

 
３ 

計 ２３ ３１ ５４ 

                                                    令和８年４月１日現在 

 
（２）職種・役職別             （単位：人） 

  事 務 職 技 術 職 計 

課 長 級 １ ２ ３ 

課 長 補 佐 級 ８ １０ １８ 

係 長 級 １ ６ ７ 

副 主 査 ５ ６ １１ 

主 事  ・  技 師 ８ ７ １５ 

計 ２３ ３１ ５４ 
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６．分掌事務 

（１）総務調整課                                                                     

  (1) 公印の管守に関すること。 

 (2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 

 (3) 建設部の職員の身分、服務その他人事に関すること。 

 (4) 部の予算の経理事務に関すること。 

 (5) 公共土木施設災害復旧事業に係る事務に関すること。 

 (6) 公有財産の維持管理及び庁内取締りに関すること。 

 (7) 入札及び契約に関すること。 

 (8) 振興局が行う入札事務の実施及び指導に関すること。 

 (9) 建設業に関すること。 

 (10) 浄化槽法の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録に関すること。 

 (11) 地元負担金の徴収に関すること。 

 (12) 県単独補助事業の補助金の交付に関すること。 

 (13) 土木事業等の進捗管理、企画及び調整に関すること。 

 (14) 土木事業等の調査、技術指導及び審査に関すること。 

 (15) 建設副産物対策に関すること。 

 (16) 宅地造成及び特定盛土等規制法に関すること。  

 (17) 国庫負担及び国庫補助並びに県費補助に係る市町村の土木事業の指導、審査、監督及び 

     補助金等の額の確定の際必要に応じて行う現地調査等に関すること。 

 (18) 国土交通省所管国庫負担及び国庫補助に係る市町村の道路事業、街路事業、公園事業、 

     区画整理事業及び下水道事業の実施設計の承認に関すること。 

 (19) 土地利用に関する協議、手続及び審査に関すること。 

 (20) 建設業相談窓口に関すること。 

 (21) 土砂災害特別警戒区域内の規制に関すること。 

 (22) 他課の所管に属しないこと。 

 (23) 建築基準に関すること。 

 (24) 建築士に関すること。 

 (25) 県営住宅に関すること。 

 (26) 宅地建物取引業に関すること。 

 (27) 住宅金融支援機構に関すること。 

 (28) 市町村が国又は県から補助金の交付を受けて施行する公営住宅及び住環境整備事業等

の指導及び監督に関すること。 

 (29) 福祉のまちづくりに関すること。 

 (30) 景観に関すること。 

 (31) 建築物のエネルギー消費性能の確保に関すること。 

 (32) 長期優良住宅に関すること。 

 (33) サービス付き高齢者向け住宅の立入検査に関すること。 

 (34) 空家等対策の推進に関すること。 

 (35) その他建築、住宅及び宅地に関すること。 
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（２）用 地 課 

  (1) 工事の執行に伴う土地買収、物件移転補償及び土地建物等の借上げ並びに土地等の登記 

       に関すること。 

  (2) 公有地の拡大の推進に関すること。 

 

 

（３）管理保全課 

  (1) 公共土木施設の管理に関すること。 

  (2) 土地水面等の占用及び使用の許可に関すること。 

  (3) 水防に関すること。 

  (4) 国有財産の管理に関すること。 

  (5) 道路及び河川の愛護奨励に関すること。 

  (6) 路線認定、区域決定及びこれらの変更並びに供用の開始及び廃止の調査に関すること。 

  (7) 道路法に関すること。 

 (8) 河川法に関すること。 

(9) 採石法に関すること。 

 (10) 砂利採取法に関すること。 

 (11) 砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の管理に関すること。 

 (12) 公有水面埋立に関すること。 

 (13) 港湾施設(公共用地を含む。)、漁港施設(公共用地を含む。)、海岸保全施設、港湾、漁 

       港、海岸保全区域内の公有水面及び国有海浜地並びに一般公共海岸の管理に関するこ  

と。 

 (14) 道路、港湾、漁港、海岸保全施設、河川、砂防施設の維持及び補修工事等の設計、施工 

     及び監督に関すること。 

 (15) 各種施設台帳整備に関すること。 

 

 

（４）工 務 課 

  (1) 道路、河川、海岸、港湾、漁港、砂防施設等の新設及び改良工事等の設計、施工及び 

    監督に関すること。 

  (2) 1 級河川及び 2 級河川の指定の調査に関すること。 

  (3) 海岸保全区域の指定の調査に関すること。 

  (4) 港湾及び漁港の指定の調査に関すること。 

  (5) 砂防指定地の編入及び解除の調査に関すること。 

  (6) 地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定の調査に関すること。 

  (7) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の調査に関するこ

と。 

 

 

（５）近畿自動車紀南高速事務所 用地課 

 (1) 近畿自動車道紀勢線（串本太地道路・新宮道路）用地取得の推進に関すること。 
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７．管内土木施設現況 
総 括 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 区 分 箇 所 数          摘          要 

道   路 

 

     ２３ 

 

  一般国道 3 主要県道 6 一般県道 13 

 自転車道 1 

河  川      ４３   一級河川 18 二級河川 25 

砂  防    １０７   砂防指定地 

地すべり      ２   地すべり防止区域 

急 傾 斜   １３２   急傾斜地崩壊危険区域 

海  岸      １６   海岸保全区域 

港  湾        ４   新宮港  宇久井港 勝浦港 浦神港 

漁  港        １   勝浦漁港  

 

 1) 道 路 

 区 分 路 線 数 実 延 長 備   考 

一般国道         ３      59.648 km  

主要県道         ６     116.559 km  

一般県道       １３      64.134 km  

自転車道         １       1.673 km  

   計       ２３     242.014 km  

 

  （橋 梁) 

 

 区  分 

 

橋 梁 数 

内  訳  

備  考 自地域内 県界 

一般国道      ５７      ５４     ３  

主要県道      ７５      ７４        １  

一般県道      ３７      ３６     １  

   計    １６９    １６４        ５  

 

 2) 河 川 

 区 分 河 川 数 延 長 備   考 

一級河川       １８   138.502 km  

二級河川       ２５    79.841 km  

   計       ４３   218.343 km  

 

 3) 砂 防 

 指定地区分 箇 所 数       市 町 村 別 箇 所 数 

砂防 １０７ 新宮市４０   那智勝浦町６１  北山村５  太地町１ 

地すべり       ２ 新宮市１    太地町１ 

急傾斜 

 

１３２ 

 

新宮市５１  那智勝浦町５２  太地町２1  北山村８ 
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4) 海 岸（国土交通省水管理・国土保全局、港湾局所管 法定海岸一覧） 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         海岸保全区域名(地先海岸名)  海 岸 線 

 延長(m) 

 

 所 在 地 海岸名 地区海岸名 地先海岸名 

太地海岸 

 

 

太地地区 

太地地区         

暖海･東大長井       230 太 地 町  

夏山     1,045     〃      

森浦地区 久保・明神     1,700     〃      

下里海岸 

 

那智勝浦 

海岸 

 

 

粉白地区 汐入･懐山       690 那智勝浦町  

粉白・下里地区 二ツ谷･磯辺     2,320     〃      

下里地区 磯辺中平見       270     〃      

二河地区 髙洲       420     〃      

天満･浜の宮地区 金嶋･下北地     2,150   〃  

浜の宮狗子の川地区 東晩屋･谷口     1,035     〃      

宇久井地区 狗子の浦       710     〃      

新宮海岸 下熊野・新宮･三輪崎地区      2,500 新 宮 市  

池田港海岸 下熊野地区        563   〃  

浦神港海岸 浦神地区      3,984 那智勝浦町  

宇久井港海岸 宇久井地区      1,520     〃      

新宮港海岸 

 

宇久井地区       3,690 

 

  〃  

佐野･三輪崎地区  新 宮 市  

合 計   22,827  

 

 5) 港 湾 

 港 名  港 種  所在市町     関係法令に基づく指定状況 

浦 神 港 

 

地方港湾 

 

那智勝浦町 

 

地方港湾指定(S28) 

港則法適用港湾(S28) 

勝 浦 港 

 

地方港湾 

(避難港) 

那智勝浦町 

 

地方港湾指定(S28)、避難港指定(S25)   

港則法適用港湾(S26) 

宇久井港 

 

地方港湾 

 

那智勝浦町 

 

地方港湾指定(S28)   

港則法適用港湾(S28) 

新 宮 港 

 

 

地方港湾 

 

 

新 宮 市 

那智勝浦町 

 

地方港湾指定(S45)、関税法における開港(H1) 

港則法適用港湾(S55) 

特定地域振興重要港湾(H12.5.23 港計第 72 号) 

 

 6) 漁港及び管理内訳 

 県  管  理 市 町 管 理 市町

別計 

 

備 考 ４種 ３種 ２種 １種 ２種 １ 種 

 

新 宮 市 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

三輪崎 
 

 

 

１ 
 

 

 

那智勝浦町 
 

 

１ 

勝浦 
 

 

 

 

 

 

３ 

小金島､宇久井､那智 

 

４ 
 

 

 

太 地 町 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

太地 
 

 

 

１ 
 

 

計  １   ２ ３ ６  
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（１） 管内道路表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和８年４月１日現在） 

 

2車線改良

（5.5m以上）

1車線改良

（4.0m以上）

2車線改良

（5.5m以上）

1車線改良

（4.0m以上）

一般国道

国道１６８号 26,437 26,331 106 99.6 0.4

国道１６９号 30,489 12,031 2,526 39.5 8.3

国道３１１号 2,722 2,266 81 83.2 3.0

計 59,648 40,628 2,713 68.1 4.5

主要県道

県道新宮停車場線 909 909 0 100.0 0.0

県道那智勝浦古座川線 30,997 9,806 5,199 31.6 16.8

県道那智勝浦熊野川線 27,880 8,745 3,975 31.4 14.3

県道那智勝浦本宮線 41,840 12,489 8,952 29.8 21.4

県道那智山勝浦線 14,869 10,478 4,353 70.5 29.3

県道御浜北山線 64 0 0 0.0 0.0 三重県境まで

計 116,559 42,427 22,479 36.4 19.3

一般県道

県道高田相賀線 7,834 4,545 450 58.0 5.7

県道あけぼの広角線 3,415 3,226 189 94.5 5.5

県道池田港線 1,373 1,236 137 90.0 10.0

県道三輪崎港線 901 732 161 81.2 17.9

県道長井古座線 6,409 1,712 852 26.7 13.3

県道南平野下里停車場線 12,240 1,916 1,752 15.7 14.3

県道勝浦港湯川線 3,578 2,258 220 63.1 6.1

県道宇久井港線 1,188 773 415 65.1 34.9

県道紀伊勝浦停車場線 215 215 0 100.0 0.0

県道太地港下里線 3,221 1,120 678 34.8 21.0

県道梶取崎線 5,508 4,883 625 88.7 11.3

県道古座川熊野川線 18,138 1,707 12,874 9.4 71.0

県道熊野川紀和線 114 95 19 83.3 16.7

計 64,134 24,418 18,372 38.1 28.6

自転車道

太地新宮自転車道 1,673 - - - -

計 1,673

合計 242,014 107,473 43,564 44.4 18.0

路線名 実延長（m）

改良延長（m） 改良率（％）

備考
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（２）管内河川表 

  〔一級河川〕                          （単位：ｍ） 

番号  河  川  名  延  長 番号  河  川  名   延   長 

  １  熊  野  川     28,609 １１  志    古    川      2,000 

  ２  市   田   川      1,720 １２  い ら は ら 川      1,800 

  ３  高    田    川      9,200 １３  篠     尾     川      9,000 

  ４  里  高  田  川       1,000 １４  小 井 谷 川      1,950 

  ５  口  高  田  川       1,000 １５  北   山   川     34,473 

  ６  浮    島    川 900 １６  九 重 谷 川        250 

  ７  赤    木    川     27,000 １７  玉   置   川      3,500 

  ８  谷    口    川      1,300 １８  葛      川        800 

  ９  東    の    川      1,000  

      合 計  18 河川    138,502 １０  和    田    川     13,000 

 

  〔二級河川〕                          （単位：ｍ） 

番号  河  川  名  延  長 番号  河  川  名   延   長 

  １  田   無   川   975 １４  湯   川   川    1,830 

  ２  粉    白    川 360 １５  天   満   川    1,730 

  ３  太   田   川     24,272 １６  那   智   川    7,000 

  ４  庄            川      1,200 １７  大   谷   川    1,000 

  ５  中   里   川      2,000 １８  長   谷   川    1,100 

  ６  小   匠   川      6,000 １９  井   谷   川    1,700 

  ７  大   野   川      1,700 ２０  狗 子 の 川    2,500 

  ８  清   の   川      1,300 ２１  長   野   川    1,650 

  ９  縣           川      1,200 ２２  佐   野   川    3,600 

１０  中   野   川      2,400 ２３  木   の   川    2,400 

１１  井   鹿   川      5,000 ２４  荒   木   川    2,160 

１２  与 根 子 川      2,150 ２５  ぶ つ ぶ つ 川       13.5 

１３  二   河     川      4,600    合 計  25 河川   79,840.5 
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８．主要事業概要 

（1）令和８年度事業予算 

事業費総括           （ ）は箇所数、単位：千円 

  公共 県単 計 備考 

道路保全課 (13) 830,253    (13) 830,253   

道路建設課 (10) 2,088,628 (8) 229,000 (18) 2,317,628   

河川課 (2) 220,500 (1) 15,000 (3) 235,500   

砂防課 (17) 317,100 (9) 34,000 (26) 351,100   

港湾・海岸 (6) 367,500 (4) 22,000 (10) 389,500   

漁港 (2) 115,500    (2) 115,500   

合計 (50) 3,939,481 (22) 300,000 (72) 4,239,481   

 

主な箇所別事業費 事業費３０００万円以上 単位：千円   

事業名 箇所名 市町村 大字 事業費 備考 

公共事業 
国道改良 

国道 168 号 
（相賀高田工区） 

新宮市 相賀～高田 52,300   

公共事業 
国道改良 

国道 168 号（相須工区） 新宮市 熊野川町日足～東敷屋 837,600   

道路改良 国道 169 号（竹原工区） 北山村 竹原 220,000   

公共事業 
県道改良 

南平野下里停車場線 那智勝浦町 下里 198,900   

地方特定 
道路整備 

南平野下里停車場線 那智勝浦町 下里 30,000  

小規模 
道路改良 

南平野下里停車場線 那智勝浦町 下里 30,000  

道路改良 高田相賀線 新宮市 相賀 267,028   

地方特定 
道路整備 

高田相賀線 新宮市 相賀 50,000  

道路改良 長井古座線 那智勝浦町 中里 50,000   

地方特定 
道路整備 

長井古座線 那智勝浦町 中里 50,000  

公共街路 千穂王子ヶ浜線 新宮市 千穂１丁目～春日 408,300   

街路 地方特定 

道路整備 
千穂王子ヶ浜線 新宮市 千穂１丁目～春日 30,000  

河川整備 佐野川・荒木川 新宮市 佐野、三輪崎 210,000   

急傾斜地 
崩壊対策 

浦神 那智勝浦町 浦神 31,500   

港湾施設整備 新宮港 
新宮市   
那智勝浦町 

佐野、三輪崎 
宇久井 

315,500   

漁港施設整備 太地漁港（生産） 太地町 太地 105,000   

海岸整備 那智勝浦海岸 那智勝浦町 天満 52,500   
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２）道 路 

 １）国道１６８号 

  国道１６８号は新宮市を起点とし大阪府枚方市に至る路線で、管内延長は 28.7 ㎞となって

いる。沿線の大部分は吉野熊野国立公園に指定され、平成１６年７月には熊野古道などが「紀

伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されたことで、歴史・文化・自然を求める観

光客で賑わいを見せている。 

  道路の整備状況としては昭和３４年までに通行不能区間を解消し、全線通行が可能となっ

た。昭和３７年度からは新宮側からの改良事業に着手し、昭和６２年度に県内の一次改良を

完了している。 

  昭和６３年度からは田辺市本宮町大津荷～新宮市熊野川町椋呂間の 4.3 ㎞の改良に着手。

平成９年度には新宮市五新～相賀間の越路道路 5 ㎞が、平成１２年度には新宮市熊野川町東

敷屋～田辺市本宮町大津荷間の熊野川本宮道路 3 ㎞が、平成１７年度には新宮市熊野川町日

足地内の日足道路 2km が地域高規格道路「五條新宮道路」の整備区間に指定され、熊野川本

宮道路は平成１７年度末に、越路道路は平成２１年２月末に、日足道路は平成２６年３月に

供用を開始している。 

  落石や法面崩壊、冠水等による通行止めの回避や緊急輸送道路の機能強化、二次救急医療

機関へのアクセス向上、世界遺産等の観光拠点を結ぶ周遊ルートの信頼性向上を目的に平成

２９年度には新宮市相賀～高田間およそ 4.8km の区間が「相賀高田工区」として、令和２年

度には新宮市熊野川町日足～東敷屋間およそ 6.7km の区間が「相須工区」として事業に着手。

用地取得が完了した箇所から工事に着手し、令和７年９月１９日に相賀高田工区の 1.4km が

供用を開始した。 
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 ２）国道１６９号 

 国道１６９号は奈良市を起点とし新宮市に至る路線で、管内延長は 30.1km となっている。

当路線は昭和５０年４月に国道へ昇格したが、北山村から新宮市熊野川町間は和歌山、三重、

奈良の三県にまたがる入り組んだ行政区域を通過しているため、このうち通行不能区間を含

む 4.2km について、昭和５６年度に国土交通省が直轄代行事業で事業着手し、通行不能区

間であった 3.7 ㎞は平成８年７月に、平成１５年度には残る 0.4 ㎞を供用している。 

 また、平成１４年度には直轄事業区間 2.1 ㎞が延伸され平成２０年７月に瀞峡トンネルを

供用し、さらに平成１９年度には直轄事業区間が奥瀞道路（Ⅱ期）として 5.2km が延伸され

平成２７年９月に供用するとともに、平成２８年度には奥瀞道路（Ⅲ期）として 3.4km が延

伸され事業化された。 

  県施工区間では昭和４７年度から改良に着手、平成１２年度には新宮市熊野川町九重～四

滝間 2.1 ㎞で国庫補助事業に着手し、平成２０年７月には四瀧トンネルを供用している。ま

た、平成１９年度より北山村七色～小松間、平成２１年度より老朽化した宮井橋の架替事業

に着手し、平成２７年８月に供用を開始している。 

 現在、国で奥瀞Ⅲ期、県で竹原工区の事業を進めている。 
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市整備区間
L=500m,W=14m

丹鶴城公園

蓬莱公園

ほうらい市民広場

一級河川 熊野川 →

新宮市役所

浮島の森

神倉小学校

熊野速玉大社

文化複合施設

至 三重県

42

(仮)新宮北IC

・
V・
{・
I・
・・
ｹ・
H

東牟婁振興局

緑丘中学校
城南中学校

王子ヶ浜小学校

新宮消防署

(都)千穂王子ヶ浜線

千穂王子ヶ浜線
L=500m,W=16m

18,312台/日

2,737台/日

8,218台/日

３）都市計画道路千穂王子ケ浜線 

  千穂王子ケ浜線は、新宮市千穂地内の国道４２号交差点部を起点とし、同市王子地内の県

道あけぼの広角線交差点部を終点とする約 2.2 ㎞の都市計画道路であり、新宮市中心部にお

ける東西の幹線となる路線である。 

  このため、令和２年度から現道の混雑緩和や自転車・歩行者の安全で快適な通行区間の確

保、並びに現在事業中の近畿自動車道紀勢線新宮紀宝道路・新宮道路から国道４２号、新宮

市中心部へのアクセス向上を目的とし事業を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）河 川 

 １）佐野川河川整備事業（総合流域防災） 

  佐野川は新宮市の南部に位置し、熊野灘に注ぐ延長 3.6km の２級河川である。流域一帯で

は、年２～３回の浸水被害が発生する状況であり、昭和６３年９月６日の豪雨で時間雨量

133mm、平成２２年１０月９日には時間雨量 80 ㎜の豪雨により荒木川の護岸が倒壊するなど、

大規模な浸水被害を受けている。平成２３年の台風１２号では、降雨時間も長く、最大時間

雨量 122 ㎜の豪雨により当流域に甚大な被害をもたらした。また、平成２９年６月２０日、

１０月２０日にそれぞれ時間雨量 71 ㎜、75 ㎜の大雨があり、この時も大規模な浸水被害が

発生している。 

  昭和５５年度より河川改修事業に着手し下流より河道掘削を除く河道拡幅・護岸整備を段

階的に進めており、令和７年度までに佐野川本川では約 2.8km、支川の荒木川では 0.8km の

整備を行っている。 

  佐野川については、令和元年度に第一佐野橋架け替え工事が完了し、引き続き上流の護岸

工及び下流部 JR 橋から上流の護岸工事を進めている。荒木川については、令和２年度より第

一荒木橋上流部の工事に着手しており、令和８年度完了予定である。 
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  ２）熊野川河川整備事業（水防災・事業間連携） 

   熊野川は、その源を奈良県吉野郡天川村山上ヶ岳に発し、和歌山県と三重県の県境を南東

方向に流れ、和歌山県新宮市に位置する河口より熊野灘に注ぐ、幹川延長 186km の一級河川

である。新宮市熊野川町日足地区から田長地区では、度重なる浸水被害が発生しており、平

成２３年に発生した台風１２号では、過去に経験したことのない甚大な被害が発生した。 

  平成２２年度より日足・能城山本地区の河川整備事業化に着手し、能城山本地区では令和

３年度より、輪中堤及び宅地嵩上げ工事に着手しており、令和８年度完了予定である。日足

地区においては令和元年度から令和４年度までに輪中堤及び宅地嵩上げ工事が完了し、田長

地区においては、平成２５年度から令和元年度までに約 12 万 m3 の河床掘削が完了している。 

 
 

（４）砂防 

 １）長谷川砂防事業（通常砂防） 

   長谷川は、那智勝浦町井関地区の那智川水系、流域面積 2.34 ㎢の土石流危険渓流であり、

下流域には人家や那智山参拝の主要路線である県道那智山勝浦線もある。平成１３年８月の

台風により流域内の荒廃が増大し、下流域に大きな被害をもたらす恐れがあることから、土

砂災害を未然に防ぐため、平成１３年度より事業着手し、平成３０年度に１号堰堤の流木補

足工が完成し、本川の堰堤整備が完了した。令和３年度より下流域右支渓（クラマル川）の

整備に着手しており、令和７年度に本川渓流保全工・支川堰提工が完了している。 
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（５）海 岸 

 １）那智勝浦海岸海岸整備（海岸）事業 

  当海岸は、和歌山県の南東部に位置し、熊野灘に面した美しい自然に恵まれた海岸であり、

特に那智勝浦町浜ノ宮地区の海水浴場は、南紀有数の海水浴場として中核的な海洋性レクリ

エーションの場となっている。しかしながら、台風等の波浪により護岸背後地への越波など

の脅威にさらされているとともに、施設の経年変化等により護岸としての機能低下が著しい。 

  近い将来発生が予想される東海・東南海・南海地震による地震・津波発生時に被害が懸念

されることから、護岸の機能回復に併せ、嵩上げや耐震化等の既存施設の機能強化を行って

おり現在、天満地区において護岸工事を進めている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）津波から逃げ切るための堤防整備について 

  津波の第１波対策による避難時間の確保について 

     

 ねばり強い構造とすることで被害を押さえるための堤防強化について 
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 ３）想定津波高さ及び津波浸水想定【参考】 
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津 波 浸 水 想 定 図（R8.3）  

 

   東海・東南海・南海３連動地震          南海トラフの巨大地震 

新宮市付近（東海・東南海・南海３連動地震）  新宮市付近（南海トラフの巨大地震） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那智勝浦町付近(東海･東南海･南海３連動地震)  那智勝浦町付近（南海トラフの巨大地震） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太地町付近（東海・東南海・南海３連動地震）  太地町付近（南海トラフの巨大地震） 
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（６）港 湾 

 １）新宮港港湾施設整備事業 

 新宮港は、古くは捕鯨の基地として利用され、また明治の頃には大阪商船等の寄港地として

栄えていた。 

 昭和４５年に現港湾区域を設定し、昭和５４年に第一期計画の基本施設が完成し、供用開始

し開港４０周年を迎えている。（平成元年に、関税法による開港もしている。） 

 平成１０年度からは、第二期計画として、船舶の大型化に対応した岸壁等の整備に着手し、

平成１８年度に暫定供用している。その後、港内の静穏度を高めるための防波堤整備を平成２

９年度に完了している。 

 平成１６年の高野・熊野地域の世界遺産登録後、大型クルーズ船の寄港も増えており、近年

さらに増加傾向にあることから地域経済の活性化を図るため、より大型のクルーズ船等が入港

できるよう平成２８年度から泊地拡幅事業に着手し、令和元年度に完了している。 

 また、平成２９年度から東海・東南海・南海地震による地震・津波発生時の被害軽減のため、

防波堤を粘り強い構造へと改良する工事を進めている。 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

フォレストキシュウ          飛鳥 Ⅲ        地球深部探査船ちきゅう 

泊地拡幅
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（７）漁 港 

 １）勝浦漁港漁港施設整備事業 

  勝浦漁港は、全国でも屈指の生鮮マグロの水揚港であり、紀南地方の水産業の拠点となる

漁港である。平成１７年度より同漁港の水産業の振興と港内駐車場整備等を図るため、老朽

化した荷捌所を取壊し、新たに駐車場付き荷捌き施設を整備し、平成２２年度より供用開始

している。 

 現在は、施設の機能が保たれるように、岸壁等の補修工事を進めている。 
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９．管理業務 

 （１）道路管理 

   道路法（昭和 27 年法律第 180 号）の適用を受ける当部管内の２３路線（一般国道３・主

要県道６・一般県道１３・自転車道１）総延長２４２，０１４ｍ、橋梁数１６９橋（一般

国道５７・主要県道７５・一般県道３７）の維持管理をしている。 

  （ア）道路占用、掘削、工事施工承認等の許認可業務 

  （イ）道路管理暇疵、公共構造物損害賠償請求等の業務 

  （ウ）車両制限令等の許認可業務 

  （エ）道路管理一般（道路パトロール等） 

（オ）橋梁、トンネルの点検（５年に１回） 

 

 （２）河川管理 

   河川法（昭和３９年法律第１６７号）の適用を受ける当部管内の一級河川は１８河川（総

延長１３８．５０２ｋｍ）、二級河川は２５河川（総延長７９．８４１ｋｍ）である。 

   河川を監視する河川監理員は２０名で、適正かつ効果的な維持管理を図るため、河川施

設のパトロールを定期に行い、また次の業務を行っている。 

  （ア）河川状況の把握 

    （イ）河川管理施設の点検及び維持管理 

    （ウ）不法占用等河川法違反行為の是正指導及び排除 

    （エ）河川法に基づく許認可事務及び占用料金徴収 

    （オ）出水時の対応 

 

 （３）砂防管理 

   砂防法（明治 30 年法律第 29 号）の適用を受ける砂防指定地１０７箇所、地すべり等防

止法（昭和 33 年法律第 30 号）の適用を受ける地すべり防止区域２箇所、急傾斜地の崩壊

による災害の防止に関する法律の適用を受ける急傾斜地崩壊危険区域１３２箇所を管理し

ている。これらを適正かつ効率的に維持管理するため、指定地内行為許可等の業務を行っ

ている。 

 

 （４）港湾、海岸、漁港管理 

   港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）による地方港湾４箇所（新宮港、宇久井港、勝浦港、

浦神港）を管理しており、このうち新宮港は、国際航海船舶及び国際港湾設備の保安の確

保等に関する法律に基づき国際港湾施設において保安措置を実施している。また、海岸法

（昭和 31 年法律第 101 号）による海岸保全区域（国土交通省河川局所管）１２箇所、海岸

保全区域（国土交通省港湾局）４箇所、その他一般公共海岸、漁港漁場整備法（昭和 25

年法律第 137 号）による第３種漁港１箇所（勝浦漁港）を管理している。これらを適正か

つ効果的に維持管理するため、不法占使用等の是正指導及び占使用許可業務と施設点検を

行っている。 
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 （５）水防 

      水防法（昭和 24 年法律第 193 号）による和歌山県水防計画に基づき、水防業務を担って

いる。当建設部では、４個班の非常時配備態勢を編制しており、水防関係機関と連携して

テレメータ等による雨量・水位の監視活動、熊野川中流（日足区間）洪水予報の発表、熊

野川（日足）及び太田川（南大居）水防警報の発表、水位周知河川（太田川/南大居及び那

智川/川関・市野々）の水位情報の発表、浮島川ポンプ場の操作等を行っている。 

 

 

１０．用地業務 

 管内の道路・河川・砂防事業等の実施に伴う用地買収及び補償関係の実績は次のとおり。 

 

用地取得及び物件補償の状況                                    （単位：千円） 

年 度 

用  地  費 物 件 補 償 費 合    計 

筆 数 金   額 件 数 金   額 金   額 

２７    １７０   １７０，９７９    ３３４   ２４５，３３０      ４１６，３０９ 

２８      ８０     ４６，７３４    １３３   １８２，４３２      ２２９，１６６ 

２９ 
   １０１ 

    （９） 

  １２３，６４５ 

 （９５，０３７） 

   １１９ 

  （５２） 

 ３４１，９４６

（２０２，７４１） 

     ４６５，５９１ 

  （２９７，７７８） 

３０ 
     ６１ 

  （１１） 

  ２２８，５２１ 

（１７３，７０９） 

   ３３８ 

  （８９） 

１，１９３，７４７ 

（４６３，２０４） 

１，４２２，２６８ 

 （６３６，９１３） 

３１ 
     ６７ 

    （９） 

  ４３４，３８３ 

（３６４，８５９） 

   ２４９ 

  （４３） 

 ６０４，９０１ 

（２９９，１１６） 

１，０３９，２８４ 

  （６６３，９７５） 

２      ８２     ７６，２１０    １４８  １９３，５４０    ２６９，７５０ 

３    １２６  １３２，００７    １７８  ２６１，４８５    ３９３，４９２ 

４ 
  １１１ 

  （１９） 

  ２４０，０５７ 

  （９１，４３４） 

   ４２５ 

  （４２） 

１，４８３，４８６ 

（１７７，６０２） 

 １，７２３，５４３ 

  （２６９，０３６） 

５ 
１４２ 

（１５） 

３２０，６６４ 

（１２８，５１６） 

４９９ 

（４８） 

２，０５６，１０１ 

（３５８，５３９） 

２，３７６，７６５ 

（４８７，０５５） 

６ 
８４ 

（１７） 

２０１，４７２ 

（１３５，９０７） 

９７ 

（１３） 

６３５，０７２ 

（１３８，３０２） 

８３６，５４４ 

（２７４，２０９） 

７ 
２４ 

（２） 

１９，７２４ 

（８，４３１） 

５９ 

（３） 

２３２，０７７ 

（３，５６９） 

２５１，８０１ 

（１２，０００） 

 

                   平成 29 年度から 31 年度（ ）内は新宮紀宝道路用地取得事業費うち書き 

                   令和 4年度から 7 年度（ ）内は新宮道路用地取得事業費うち書き 
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１１．建設業許可業者 

                                令和８年４月１日現在 

     市町村 

 

 種別 

 

新宮市 

 

 

那智勝浦町 

 

太地町 

 

北山村 

 

合 計 

   大臣許可        １１         ２        ０        ０       １３ 

   知事許可     １８３       ６０       ８        ８      ２５９ 

計 １９４ ６２ ８ ８ ２７２ 

 

 上記合計のうち、県入札参加業者数 
 

      市町村 

 

業種 

 

新宮市 

 

那智勝浦町 

 

太地町 

 

北山村 

 

合 計 

 

   土木一式    

 

 

      ７３ 

 

 

      ２３ 

 

 

      ３ 

 

 

      ６ 

 

 

     １０５ 
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１２．建築業務 

 建築物及び敷地の安全性の確保、福祉のまちづくりの推進、建築物のエネルギー消費性能の

確保等、より良い住環境の整備促進のための業務を行っている。 

 具体的には、法令や条例に基づき、主に以下の内容の業務を取り扱っている。 

・建築基準法に関すること 

・建築士法に関すること 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）に関するこ

と 

・宅地建物取引業法に関すること 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に関すること 

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関すること。 

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関すること 

・都市の低炭素化の促進に関する法律に関すること 

・和歌山県福祉のまちづくり条例に関すること 

・県営住宅の管理に関すること 

・建築物の耐震改修の促進指導に関すること 

・公営住宅法に関すること 

 

 なお、新宮建設部管内の県営住宅は以下の表のとおり。 

団地名 
建設年

度 
所在地 号棟 構造階数 戸数 

新宮団地 S.29 新宮市緑ケ丘 1-1-14 1 号棟 RC 造 3F 18 

丸山団地 

S.54 新宮市清水元 2-3-1 1 号棟 RC 造 4F 32 

S.54 新宮市清水元 2-3-2 2 号棟 RC 造 4F 16 

S.53 新宮市清水元 2-3-3 3 号棟 RC 造 4F 24 

佐野団地 
H.2 新宮市蜂伏 15-1 1 号棟 RC 造 4F 24 

H.4 新宮市蜂伏 15-2 2 号棟 RC 造 4F 24 

宇久井団地 
S.56 

那智勝浦町宇久井 498-1 
1 号棟 RC 造 4F 32 

S.57 2 号棟 RC 造 4F 24 

那智勝浦団地 

S.31 

那智勝浦町天満 1-1 

2 号棟 簡二 2F 8 

S.34 3 号棟 簡平 1F 3 

S.34 4 号棟 簡平 1F 3 

平見団地 

S.49 

太地町太地 1918-2 

1 号棟 RC 造 4F 24 

S.50 2 号棟 RC 造 4F 24 

S.51 3 号棟 RC 造 4F 32 

 

合計 ６団地  288 戸 

新宮団地、那智勝浦団地は募集停止中  
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                              【新宮団地】 

 

 

 

 

 

           ＜県営住宅位置図＞ 

                                                        【丸山団地】 

 

 

 

 

 

 

       【佐野団地】               【宇久井団地】 

 

 

 

 

 

 

      【那智勝浦団地】                            【平見団地】 
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１３．近畿自動車道紀南高速事務所 

１）串本太地道路用地取得等事務委託 

一般国道 42 号串本太地道路は、東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野から東牟婁郡串本町鬮野川

までの区間を結ぶ延長 18.4km、２車線の自動車専用道路で、平成 30 年度に事業化された。 

当該道路は、南海トラフ巨大地震等の災害時における国道 42 号の代替路及び、地域の救

急医療活動への貢献、紀伊半島の魅力的な観光地を結ぶ周遊ネットワークの形成を目的とし

た道路である。 

令和 2 年度から令和 4 年度にかけて県と関係 3 町で用地の先行取得を進め、令和 5 年度

からは国土交通省から県が事務を受託し、引き続き残件の用地取得等を行っている。 
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 ２）新宮道路用地先行取得 

一般国道 42 号新宮道路は、新宮市あけぼのから新宮市三輪崎までの区間を結ぶ延長

4.8km、２車線の自動車専用道路で、平成 31 年度に事業化された。 

令和 4 年度から県と市で用地の先行取得を進めている。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新宮北 IC 

紀宝 IC 
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１４．管内市町村概況                               
  古来、紀伊半島南端部、田辺市より紀伊長島に至る地方を「熊野」と呼んでいた。 

 当地方はその中心部に位置し、熊野三山の信仰と共に比較的早くから世に知られていた。 

 戦国時代、新宮市を中心に堀内氏が支配していたが、徳川時代に入るに及び紀州藩家老水

野氏の領するところとなった。 

 明治４年７月、廃藩置県により那智勝浦町浦神と古座町田原との間を境に新宮寄りを新宮

県、和歌山寄りを和歌山県としたが、同年まもなく廃止さ

れ、共に和歌山県に属した。 

 往時は、河川海岸の砂州、山岳の谷あいに多くの村落が

自治独立していたが、明治、大正、昭和と時代を経るに従

い、編入、新設の合併を重ね、昭和３５年下里町、太田村

の那智勝浦町への編入合併を経て一市六町一村に至った。 

  そして、平成１７年４月に古座町と串本町の合併により

新「串本町」が生まれ、同年５月には本宮町が田辺市周辺

の市町村と合併し新「田辺市」となり、同年１０月には新

宮市と熊野川町が合併し新「新宮市」となった。 

 当地方は、吉野熊野国立公園の中にあり、熊野三山信仰

にまつわる文化財や史跡、名勝が数多く、また随所に温泉

が湧出するという豊富な観光資源に恵まれ、国道４２号、

１６８号、１６９号、３１１号等主要交通路の整備も進み、

一大観光ゾーンとして全国に名高い。 

 

新宮市 

  熊野川の河口に位置する新宮市は、熊野信仰の聖地の一つ熊野速玉大社の門前町として発

達、かつて木材の集散地としてもその名を馳せていた。また、かつての新宮藩の中心地とし

ての賑わいを今なお残し、丹鶴城跡、堀内氏屋敷跡など、数多くの史跡・文化財を有し、豊

かな自然と果てしないロマンを秘めている。 

  ・御燈祭り    毎年２月６日夜に行われる神倉神社の例祭で、古代以来の熊野山伏の伝

統をもっている。 

 ・徐福公園    徐福は古代中国を統一した秦の始皇帝の命により不老不死の霊薬を求め

てこの地に渡来したと伝えられている。中国風の楼門がひと際鮮やかで、

公園内には、クスノキの巨木と天台烏薬に囲まれた徐福の墓や徐福像、

不老の池、徐福が亡くなった時殉死したと伝えられている７人の重臣の

墓が建立されている。 

  ・西村記念館   文化学院の創設者西村伊作が自ら設計し、与謝野夫妻や画家石井柏亭な

ど多くの文化人や芸術家が集い交友を深める場となった家を記念館とし

て保存されている。 

・佐藤春夫記念館 建物老朽化などに伴う移転リニューアルのため、令和 6年 4月 10 日から

新館オープン（令和 8 年度予定）まで休館中であるが、当記念館は、東

京の旧邸を移築・復元したもので、館内には自筆原稿や生活用具等が数

多く展示される。 
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（新宮市熊野川町） 

  みどり深い山々と壮美な滝や渓谷、豊かな流れをみせる熊野

川。天下の名勝・瀞峡をはじめ、和田川峡・鼻白の滝など自然

が豊富である。熊野川ではカヌーも盛んに行われている。 

  いにしえ人の想いを今に伝える熊野古道。特に大雲取越、小

雲取越の道は厳しいが、絶景である。 

 ・瀞峡
どろきょう

     和歌山、三重、奈良県に囲まれる地域にあり、

吉野熊野国立公園の名勝として名高く、国の

特別名勝と天然記念物に指定されており、壮

絶な岩と原生林と清流北山川が織りなす自然

美を堪能することができる。 

  ・熊野川舟下り 世界遺産に登録された川の参詣道「熊野川」

を語り部とともに川舟で下りながら、いにし

えの時代に思いをはせることができる。   

 ・
わろうだ

円座
いし

石    熊野の神々が石に座って談笑したりお茶を飲

んだといわれる石で、熊野古道大雲取越の道にある。 

那智勝浦町 

  日本一の名瀑那智の滝周辺には、熊野三山のひとつで 2017 年に御創建 1700 年を迎えた熊

野那智大社と、西国巡礼３３カ所の第１番札所那智山青岸渡寺があり、熊野信仰の聖地であ

る。勝浦温泉は全国屈指の海の臨める温泉で、旅館によっては露天風呂も楽しめる。また勝

浦湾内外の約６０の島々は紀の松島と呼ばれ、南紀随一の景観美を誇っている。 

 ・大門坂    歴史の道熊野古道の最終王子多富気王子がある大門坂はこもれ陽差す苔む

した石畳が昔のロマンを感じさせる。 

 ・那智の扇祭り 千古の樹林のなか、１２本の扇神輿を大松明が迎える日本三大火祭りの一

つで毎年７月１４日に行われる熊野那智大社の神事。勇壮で神秘的である。 

 ・勝浦漁港   那智勝浦町の中心地に位置するマグロ基地で、国内屈指のマグロの漁獲量

を誇る。土曜日を除く毎日早朝にはマグロがたくさん並びセリ市の光景を

見学することができる。 

 ・湯川温泉   文豪佐藤春夫が命名したと言われる入江「ゆかし潟」のまわりに点在する

静かな温泉郷。良質の温泉は療養にも適している。 

  ・ぶつぶつ川  平成２０年１０月２１日二級河川として指定され、日本で一番短い二級河

川となった。名前の由来は清水が川底よりぶつぶつと湧き出ていることか

ら、そう呼ばれるようになった。なお、和歌山県中部の御坊市・日高郡域

を流れる日高川が日本で一番長い二級河川である。 
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太地町  

  日本の古式捕鯨発祥の地として知られる太地町は、吉野熊野国立公園の中央部に位置し、

海岸が複雑に入り込み、島が点在し、青い海とのコントラストが豊かな自然美を形成してい

る。気候は温暖で、冬でも菜の花が咲き小鳥のさえずりを聞くことができる。 

 

 ・くじらの博物館  世界一のスケールを誇る当館には、

鯨の生態や捕鯨に関する資料などお

よそ１，０００点に及ぶ貴重なもの

が展示されており、わが国捕鯨発祥

の地として昔から現代までのおよそ

４００年の歴史を目のあたりに興味

深くひもとくことができる。 

 

 ・海洋水族館    1971 年にオープンした水族館施設で

現在は小型のイルカ、マダライルカ

とスジイルカ、アルビノのバンドウ

イルカが飼育されている。マダライ

ルカとスジイルカは、飼育が難しく

水族館ではあまり見ることができな

い種類であり、中でもスジイルカを

飼育している施設は日本で唯一、当

館のみである。 

 

 ・国際鯨類施設   施設はくじらに関する研究室や図書

室、研修ホール、会議室などで構成

され、太地町の目指す「くじらの学

術研究都市構想」の拠点となるもの

である。 
            （２０２４年４月１日オープン） 

 

 

北山村 

   周囲を三重、奈良県に囲まれた全国で唯一の飛び地の村であり、北山川の激流を蹴り、天

下の景勝地奥瀞峡の清流を下るスリルとロマンあふれる観光筏下りは有名である。和歌山県

が全国一の生産量を誇るじゃばらは、自然交雑により自生した北山村原産の香酸柑橘である。

また小森ダムでのブラックバス釣り、北山川水系でのラフティングやキャニオリング等が盛

んに行われている。 

 ・七色峡    両岸にそびえたつ岩石は美しく、イワツツジ・イワチドリが５月に咲き誇

る。 

  ・おくとろ公園 温泉、テニスコート、バンガロー、オートキャンプ場を備えたレクリエー

ション広場 

 ・四の川渓谷  上流に大小無数の滝があり、深い山中ではＶ字形に蛇行する清流 

 



 

 


